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はじめに 01

建築物省エネ法における省エネ計算について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）」（以下、「建築物省エネ法」）は、
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るために建築物のエネルギー消費性能基準や算出方法を定めています。

建築物の非住宅部分または住宅部分や新築または建築物省エネ法施⾏（平成28年4月1日）の際、現に存する
建築物かによって、求められる基準や⽔準が異なります。

また、それぞれで算出⽅法も違うため、計算を⾏うツールが異なります。

建築物の
部分

求められる性能

エネルギー消費性能基準
（適合義務・届出・説明義務）

計算を⾏うツール（例）

新築
建築物省エネ法

施⾏（H28.4.1）の際
現に存する建築物

非住宅

一次エネルギー消費性能
BEI 1.0 以下 1.1 以下

 エネルギー消費性能計算プログラム

（非住宅版）
標準⼊⼒法 ・ 主要室⼊⼒法
モデル建物法
小規模版モデル建物法（試⾏版）

 BEST省エネ基準対応ツール

外皮性能
BPI（PAL*） ー ー

住宅

一次エネルギー消費性能
BEI 1.0 以下 1.1 以下

 エネルギー消費性能計算プログラム

（住宅版）

 モデル住宅法 簡易計算シート（試⾏版）

外皮性能
U
A

・η
AC

1.0 以下 ー

 外皮性能計算書

 住宅・住⼾の外⽪性能のプログラム

 モデル住宅法 簡易計算シート（試⾏版）

表︓エネルギー消費性能基準と計算を⾏うツール

※

※ 設計値が基準値を下回る「適合（⽐率1.0以下）」をイメージしています
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